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＜ 改定後 令和５年４月 ＞ ＜ 現 行 令和４年４月 ＞ 
宮城県農業農村整備事業等の工事における「ICT 施工・３次元化等の活用提案モデル工事」実施要領 

第１～２ ［略］ 

 

（対象工事の選定） 

第３ モデル工事は，発注工事の種類が土木一式工事に該当するもののうち，工事における扱い土量

の合計が１，０００ｍ３以上ある土工を含むもの（ただし作業土工のみ対象となる工事は除く），施

工面積が１．０ha 以上のほ場整備工を含むもの又は，新設する路盤面積が３，０００ｍ２以上の舗

装工を含むものとし，現場条件等の施工性を勘案して発注者が対象工事を選定するものとする。 

  なお，災害復旧工事，その他特別な事情等がある工事については対象としない。 

 

第４ ～ 第６ 

 

（工事費の積算） 

第７ 発注者は，「ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案」を活用しない従来工法での積算によりモデ 

 ル工事を発注するものとし，第５において提案のあった技術は設計変更の対象として農林水産省 

 が公表している「情報化施工技術の活用ガイドライン」の扱いに準じて積算計上し，変更契約を 

行うものとする。ただし，３次元座標を面的に取得する出来形管理技術に要する下記④，⑤の費 

用を積算計上する場合は，下記２の積算方法により積算計上を行うものとする。 

①３次元起工測量 

②３次元設計データ作成 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

④３次元出来形管理等の施工管理 

⑤３次元データの納品に係る費用 

２ ④３次元出来形管理等の施工管理及び⑤３次元データの納品に係る費用の積算計上について，④，

⑤に係る費用を見積徴収（諸経費込）し工事価格に一括計上する積算計上の金額と，「情報化施工技術

の活用ガイドライン」により共通仮設費率と現場管理費率に補正係数を乗じる積算計上の金額を比較

し安価な方を計上するものとする。 

 

第８ ～ 第９ ［略］ 

 

附 則 

   この要領は，令和２年９月１日から施行する。 

   この要領は，令和３年４月１日から施行する。 

   この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

   この要領は，令和５年４月１日から施行する。ただし，令和５年３月３１日以前に入札公告し 
  たモデル工事については従前の要領による。 

宮城県農業農村整備事業等の工事における「ICT 施工・３次元化等の活用提案モデル工事」実施要領 

第１ ～ 第２ ［略］ 

 

（対象工事の選定） 

第３ モデル工事は，発注工事の種類が土木一式工事に該当するもののうち，工事における扱い土量

の合計が１，０００ｍ３以上ある土工を含むもの，施工面積が１．０ha 以上のほ場整備工を含むも

の又は，新設する路盤面積が３，０００ｍ２以上の舗装工を含むものとし，現場条件等の施工性を

勘案して発注者が対象工事を選定するものとする。 

  なお，災害復旧工事，その他特別な事情等がある工事については対象としない。 

 

第４ ～ 第６ ［略］  

 

（工事費の積算） 

第７ 発注者は，「ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案」を活用しない従来工法での積算によりモデ 

 ル工事を発注するものとし，第５において提案のあった技術は設計変更の対象として農林水産省 

 が公表している「情報化施工技術の活用ガイドライン」の扱いに準じて積算計上し，変更契約を 

行うものとする。 

 

①３次元起工測量 

②３次元設計データ作成 

③ＩＣＴ建設機械による施工 

④３次元出来形管理等の施工管理 

⑤３次元データの納品に係る費用 

【新設】 

 

 

 

 

第８ ～ 第９ ［略］ 

 

附 則 

   この要領は，令和２年９月１日から施行する。 

   この要領は，令和３年４月１日から施行する。 

   この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

   【新設】 
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＜ 改定後 令和５年４月 ＞ ＜ 現 行 令和４年４月 ＞ 
別紙１  

ＩＣＴ土工及びＩＣＴほ場整備工並びに IＣＴ舗装工の対象とする適用範囲 

 

ＩＣＴ土工及びＩＣＴほ場整備工並びにＩＣＴ舗装工の対象とする適用範囲は，出来形管理技術に

ついては「宮城県農業土木工事施工管理基準」第２項 直接測定による出来形管理で定める工種のう

ち，１～８に示すもの，ICT 建設機械施工技術については９に示すものを原則とするが，詳細な実施

内容については，受注後に発注者・受注者間で協議を行い決定するものとする。 

※ブロック積（張）工，石積（張）工，コンクリート側溝，コンクリート管渠の出来形管理技術に

ついては単独ではなく，土工，ほ場整備工，舗装工の関連施工工種として実施する。 

１ ＵＡＶ（無人航空機）を用いた出来形管理技術 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 
共通工事 

 

掘削 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，水平又は標高較差を管理 

盛土 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，標高較差を管理 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 

基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

ＩＣＴ土工 

ＩＣＴほ場

整備工 

ＩＣＴ舗装

工 

共通工事 

ブロック積（張）工，石積

（張）工 
基準高，法長，施工延長 

コンクリート側溝，コンク

リート管渠 
基準高，幅，高さ，施工延長 

 

２ 地上型レーザースキャナー（ＴＬＳ）を用いた出来形管理技術 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 共通工事 

 

掘削 基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，水平又は標高較差を管理 

盛土 基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，標高較差を管理 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 

基盤整地，田面整地 基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

ＩＣＴ舗装

工 

農道工事 路盤工（下層） 基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，基準高，厚さあるいは標高較差

を管理 

路盤工（上層） 幅，法長，施工延長に代えて，厚さ

別紙１ 

ＩＣＴ土工及びＩＣＴほ場整備工並びに IＣＴ舗装工の対象とする適用範囲 

 

ＩＣＴ土工及びＩＣＴほ場整備工並びにＩＣＴ舗装工の対象とする適用範囲は，出来形管理技術に

ついては「宮城県農業土木工事施工管理基準」第２項 直接測定による出来形管理で定める工種のう

ち，１～３に示すもの，ICT 建設機械施工技術については４に示すものを原則とするが，詳細な実施

内容については，受注後に発注者・受注者間で協議を行い決定するものとする。 

 

 

１ ＵＡＶ（無人航空機）を用いた出来形管理技術 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 共通工事 

掘削 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，水平又は標高較差を管理 

盛土 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，標高較差を管理 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 

基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

 

 

 

 

 

 

２ 地上型レーザースキャナー（ＴＬＳ）を用いた出来形管理技術 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 共通工事 

掘削 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，水平又は標高較差を管理 

盛土 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，標高較差を管理 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 

基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

ＩＣＴ舗装

工 
農道工事 

路盤工（下層） 

基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，基準高，厚さあるいは標高較差

を管理 

路盤工（上層） 幅，法長，施工延長に代えて，厚さ
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＜ 改定後 令和５年４月 ＞ ＜ 現 行 令和４年４月 ＞ 
あるいは標高較差を管理 

コンクリート舗装工，アス

ファルト舗装工 

幅，法長，施工延長に代えて，厚さ

あるいは標高較差を管理 

ＩＣＴ土工 

ＩＣＴほ場

整備工 

ＩＣＴ舗装

工 

共通工事 

ブロック積（張）工，石積

（張）工 
基準高，法長，施工延長 

コンクリート側溝，コンク

リート管渠 
基準高，幅，高さ，施工延長 

 

３ トータルステーション（ＴＳ）等光波方式による出来形管理技術 

（断面管理） 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 

共通工事 

掘削 基準高，幅，法長，施工延長 

盛土 基準高，幅，法長，施工延長 

栗石基礎，砕石基礎 

砂基礎，均しコンクリート 
厚さ，幅，施工延長 

水路工事 管水路基礎（砂基礎等） 高さ，幅 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 基準高 

ＩＣＴ舗装

工 
農道工事 

路盤工（下層） 
基準高，幅，厚さ，中心線のズレ，

施工延長 

路盤工（上層） 厚さ，幅，中心線のズレ，施工延長 

コンクリート舗装工，アス

ファルト舗装工 
幅，中心線のズレ，施工延長 

敷砂利 幅，施工延長 

ＩＣＴ土工 

ＩＣＴほ場

整備工 

ＩＣＴ舗装

工 

共通工事 

ブロック積（張）工，石積

（張）工 
基準高，法長，施工延長 

コンクリート側溝，コンク

リート管渠 
基準高，幅，高さ，施工延長 

あるいは標高較差を管理 

コンクリート舗装工，アス

ファルト舗装工 

幅，法長，施工延長に代えて，厚さ

あるいは標高較差を管理 

 

 

 

 

 

 

 

３ トータルステーション（ＴＳ）等による出来形管理技術 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 

共通工事 

掘削 基準高，幅，法長，施工延長 

盛土 基準高，幅，法長，施工延長 

栗石基礎，砕石基礎 

砂基礎，均しコンクリート 
厚さ，幅，施工延長 

水路工事 管水路基礎（砂基礎等） 高さ，幅 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 基準高 

ＩＣＴ舗装

工 
農道工事 

路盤工（下層） 
基準高，幅，厚さ，中心線のズレ，

施工延長 

路盤工（上層） 厚さ，幅，中心線のズレ，施工延長 

コンクリート舗装工，アス

ファルト舗装工 
幅，中心線のズレ，施工延長 

敷砂利 幅，施工延長 
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＜ 改定後 令和５年４月 ＞ ＜ 現 行 令和４年４月 ＞ 
（面管理） 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 共通工事 

掘削 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，水平又は標高較差を管理 

盛土 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，標高較差を管理 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 

基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

 

４ ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理技術 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 共通工事 

掘削 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，水平又は標高較差を管理 

盛土 
基準高，幅，法長，施工延長に代え

て，標高較差を管理 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 

基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

 

５ ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理技術 

（断面管理） 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 共通工事 

掘削 基準高，幅，法長，施工延長 

盛土 基準高，幅，法長，施工延長 

栗石基礎，砕石基礎 

砂基礎，均しコンクリート 
厚さ，幅，施工延長 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 基準高 

（面管理） 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 共通工事 

掘削 
基準高・幅・法長・施工延長に代えて，

水平又は標高較差を管理 

盛土 
基準高・幅・法長・施工延長に代えて，

水平又は標高較差を管理 
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＜ 改定後 令和５年４月 ＞ ＜ 現 行 令和４年４月 ＞ 
ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 

基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

 

６ 無人航空機搭載型レーザースキャナーによる出来形管理技術 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 共通工事 

掘削 
基準高・幅・法長・施工延長に代えて，

水平又は標高較差を管理 

盛土 
基準高・幅・法長・施工延長に代えて，

水平又は標高較差を管理 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 

基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

 

７ 地上移動体搭載型レーザースキャナーによる出来形管理技術 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴ土工 共通工事 

掘削 
基準高・幅・法長・施工延長に代えて，

水平又は標高較差を管理 

盛土 
基準高・幅・法長・施工延長に代えて，

水平又は標高較差を管理 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 

基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

 

８ 施工履歴データによる出来形管理技術 

 工   種 出来形管理項目 

ＩＣＴほ場

整備工 

ほ場整備工

事 
基盤整地，田面整地 

基準高に代えて，標高較差を管理（他

の管理項目は従来手法による） 

 

９ マシンコントロール（ＭＣ）／マシンガイダンス（ＭＧ）によるＩＣＴ建設機械施工技術 

 工   種 

ＩＣＴ土工 共通工事 
掘削，床堀 

盛土 

ＩＣＴほ場整備工 ほ場整備工事 表土扱い，基盤整地，田面整地 

ＩＣＴ舗装工 舗装工事 不陸整正，下層路盤，上層路盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ マシンコントロール（ＭＣ）／マシンガイダンス（ＭＧ）によるＩＣＴ建設機械施工技術 

 工   種 

ＩＣＴ土工 共通工事 
掘削 

盛土 

ＩＣＴほ場整備工 ほ場整備工事 表土扱い，基盤整地，田面整地 

ＩＣＴ舗装工 舗装工事 不陸整正，下層路盤，上層路盤 
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＜ 改定後 令和５年４月 ＞ ＜ 現 行 令和４年４月 ＞ 
別紙２  ［略］ 
別記様式―１ ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案 工事計画書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙２ ［略］ 

別記様式―１ ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案 工事計画書 
 
 

 

別記様式－１

（工事名：○○○○工事）

会社名：○○○○建設（株）

（Ｃ）採
用する

技術番号
（Ｄ）技術番号・技術名

①３次元起工測量

１  空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量
２　地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
３  トータルステーション等光波方式を用いた起工測量
４　ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
５　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量
６　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
７　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
８　その他の３次元計測技術を用いた起工測量

※複数以上の技術を組み合わせも可

②３次元設計データの作
成

※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成が望ましいが、
　ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データも可能とする。

掘削工

路体盛土工

路床盛土工

法面整形工

作業土工（床堀）

表土扱い

基盤造成

表土整地

路盤工

④３次元出来形管理等の
施工管理

※当該工事に含まれる右
記作業内容に「☑」を付
ける

出来形

１　空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理
２　地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
３　トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理
４　ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
５　ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理
６　無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
７　地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
８　施工履歴データを用いた出来形管理
９　その他の３次元計測技術を用いた出来形管理

⑤３次元データの納品

【留意事項】

注1) (Ａ)施工プロセスの段階及び(Ｂ)作業内容で活用する項目に☑を付ける。

注2) (Ｃ)採用する技術番号に(Ｄ)の技術番号を記入する。（複数以上の技術の組み合わせも可）

注3) 各施工プロセス➀～⑤の活用数に応じ評価する。（⑤を活用する場合は，④の活用を必須とする。ただし，④を活用

　　 できない工種，もしくは，活用困難な工種については，②をあわせて活用することとし，⑤のみの申告は行わないこと。）

注4) 本表（Ｄ）技術番号／技術名に記載している技術は、施工計画等 ・技術提案（いわゆる作文） の評価対象外とする。

注5) 工事の発注は、「ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案」を活用しない従来工法での積算により発注し、

   　提案した技術は、設計変更の対象とする。なお，積算手法については下記のとおりとする。

　　 ただし，費用を計上できない工事については、その旨を特記仕様書（施工条件明示書）に明記している。

注6)　落札候補者となった時点で発注者へ提出する。

　　　　　　　一括計上のどちらか安価な方を計上する。

　　　　　　　（補正係数：共通仮設費率は１．２，現場管理費率は１．１）

　　　　②３次元設計データの作成：見積書（諸経費込）の提出を求め、工事価格に一括計上

　　　　③ＩＣＴ建設機械による施工：農林水産省「情報化施工技術の活用ガイドライン」に準じて計上

　　　　④３次元出来形管理等の施工管理：共通仮設費率，現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしない

　　　　⑤３次元データの納品：共通仮設費率，現場管理費率に含まれる（※）ことから別途計上はしない

　　　　　　※④の活用のうち，３次元座標値を面的に取得する機器を用いた出来形管理を活用する場合及び⑤を活用する場合は、

　　　　　　　共通仮設費率及び現場管理費率に補正係数を乗じることによる計上と見積書（諸経費込み）の提出を求め工事価格に

③ＩＣＴ建設機械による
施工

※当該工事に含まれる右
記作業内容に「☑」を付
ける

１  ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧブルドーザ
２  ３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ
３　３次元ＭＣモータグレーダ
　※ＭＣ：「マシンコントロール」の略称、
　　ＭＧ：「マシンガイダンス」の略称
　※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の
協議により決定する。

　　　　①３次元起工測量：３次元起工測量と従来の起工測量のそれぞれについて見積書（諸経費込）の提出を求め、

　　　　　両者の差額分を工事価格に一括計上

ＩＣＴ施工・３次元化等の活用提案　工事計画書

　当該工事において活用する技術については、以下のとおりです。

（Ａ）施工プロセスの段階 （Ｂ）作業内容


